
基本施策１　地域におけるネットワークの強化

No. 事業概要 生きる支援(自殺対策)の視点
（自殺対策に資する具体的な取組み）

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標①

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標②

担当課

1 事務局と学校との連絡を密にし、円滑な学校運営を図る。
子どもに関する自殺の現状と対策について情報提供を行うこ
とにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

子ども総務課

2
青少年の指導・育成・保護および矯正に関する総合的施策の
樹立に必要な重要事項を調査審議し、関係行政機関相互の連
絡調整を図る。

青少年に関する自殺の現状と対策について情報提供を行うこ
とにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

子ども総務課

3 生活指導主任研修会を開催する。
子どもに関する自殺の現状と対策について情報提供を行うこ
とにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

4 職層研修、スクールライフ・サポーター、スクールソーシャ
ルワーカー、初任者等対応アドバイザーの研修を行う。

子どもに関する自殺の現状と対策について情報提供を行うこ
とにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

5 虐待防止推進事業の検討や、事例検討を行う。
高齢者・障害者に関する自殺の現状と対策について情報提供
を行うことにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 
在宅支援課
障害者福祉課

6 地域における関係機関のネットワークを構築し、障害者等へ
の支援体制の整備を図る。

自殺対策の理解を深め障害者支援と自殺対策とを連動させて
いく上での基盤になる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 障害者福祉課

7 介護サービスレベルアップ推
進協議会

介護サービス提供事業者の全体的な質の向上を図る。
要介護者等に関する自殺の現状と対策について情報提供を行
うことにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 高齢介護課

8 ちよだケアマネ連絡会支援
ケアマネジャーのスキルアップを目的とした組織「ちよだケ
アマネ連絡会」を支援する。

要介護者等に関する自殺の現状と対策について情報提供を行
うことにより、自殺対策の理解を深め連携を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 高齢介護課

9 ③　すべての人に
健康と福祉を

 地域保健課

10 児童・障害者・高齢者虐待及びDV被害者の支援と、被害防
止・早期発見のため、情報共有等の連携を図る。

自殺の原因となり得る虐待・DV被害者に対し、各相談機関が
連携して支援していくとともに、被害防止・早期発見のため
の啓発活動を行う。

⑯　平和と公正を
すべての人に

 国際平和・男女平等人権課

11 福祉の各窓口・機関に配置されたコーディネーターや相談員
同士の連携強化を図るため、連絡会等を実施する。

各窓口・機関の取組みや課題を共有することにより、自殺対
策を含めた様々な生活課題について、理解を深めるとともに
支援における連携を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

福祉総務課

基本施策２　自殺対策を支える人材の育成

No. 事業概要 生きる支援(自殺対策)の視点
（自殺対策に資する具体的な取組み）

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標①

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標②

担当課

1 心の健康づくり ゲートキーパー養成講座 ③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

2 教育委員会から委嘱を受けた委員が、青少年の健全育成及び
青少年教育の振興をはかるために活動する。

委員が青少年の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援へつ
なぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

子ども総務課

3 児童の保護者が就労、疾病等により家庭で保育できない場合
にその保護者に代わって児童を保育する。

保育士等が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援
へつなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

子ども支援課

4 0歳から小学校就学前までの児童を同一の施設において継続的
に育成し、一貫した方針のもとでその成長を図る。

保育士等が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援
へつなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

子ども支援課

5 児童の保護者が就労、疾病等により家庭で保育できない場合
にその保護者に代わって児童を少人数で保育する。

保育士等が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援
へつなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

子ども支援課

6 ファミリー・サポート・セン
ター事業

支援会員養成講座 子どもや家庭のことを学んだ支援会員を養成する。
支援会員が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援
へ繋ぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 児童・家庭支援センター

7 地域における子育てや家族を支援する人材の養成・活用を図
る。

支援者が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援へ
繋ぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 児童・家庭支援センター

8 放課後帰宅しても就労・病気等により保護者の保育が受けら
れない小学生に遊びと生活の場を提供する。

学童クラブ職員が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切
な支援へつなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

 児童・家庭支援センター

9 0歳児から18歳までの幅広い年齢層の「地域の児童とその保護
者」に、健全な遊び場・交流の場を提供する。

児童館職員が保護者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支
援へつなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

 児童・家庭支援センター

10 地域社会の中で社会福祉関係の問題を抱えている人の調査、
相談、助言をする。

委員が地域の区民の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援
へつなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

 福祉総務課

11
犯罪を犯した者や非行のある少年の改善更生を助け、犯罪の
予防の啓発活動をし、地域の防犯活動、青少年の健全育成活
動をする。

保護司が青少年の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援へ
つなぐ役割を担える。

⑪　住み続けられ
るまちづくりを

 福祉総務課

12 高齢者住宅の入居者の日常生活を支援する。
協力員が入居者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援へ
つなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

 住宅課

13 ごみの収集・運搬 ふれあい収集 高齢者や障害者など、自力で集積所にごみを持ち出すことが
困難な世帯に対し、清掃事務所の職員が自宅から収集する。

収集する職員が高齢者等の自殺リスクを早期に発見し、適切
な支援へつなぐ役割を担える。

⑪　住み続けられ
るまちづくりを

清掃事務所

14 騒音、悪臭等による相談対応を行う。
対応者が相談者の自殺リスクを早期に発見し、適切な支援へ
つなぐ役割を担える。

③　すべての人に
健康と福祉を

 環境政策課

15 職員研修 特別研修 優れた職務遂行能力、幅広い知識や豊かな教養、人権感覚等
を身につけた職員を育成する。

特別研修の一環としてゲートキーパー養成講座を実施するこ
とで、支援者の養成を推進する。

③　すべての人に
健康と福祉を

人事課

基本施策３　住民への啓発と周知

No. 事業概要 生きる支援(自殺対策)の視点
（自殺対策に資する具体的な取組み）

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標①

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標② 担当課

1 各種手当・助成、各種保険料、各種手帳の交付、商工融資、
公共住宅等に関する申請手続きを行う。

各種手続き窓口等に、生きる支援に関する様々な相談先を掲
載したリーフレット等を配置し、情報周知を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

⑧　働きがいも経
済成長も

健康推進課
保健サービス課
障害者福祉課
高齢介護課
保険年金課
商工観光課
コミュニティ総務課
環境まちづくり総務課
住宅課

2 子育て、障害者理解、消費者生活、人権等に関する講演会や
イベント等を実施する。

各種講演会・イベント等の会場に、生きる支援に関する様々
な相談先を掲載したリーフレット等を配置し、情報周知を図
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

児童・家庭支援センター
障害者福祉課
商工観光課
国際平和・男女平等人権課

3
ちよだパークサイドプラザ、高齢者総合サポートセンター、
区政情報コーナー、出張所、区立図書館、社会教育施設を管
理する。

関係施設に、生きる支援に関する様々な相談先を掲載した
リーフレット等を配置し、情報周知を図る。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

子ども施設課
在宅支援課
総合窓口課
出張所
文化振興課
生涯学習・スポーツ課

4 職員研修、区民・事業者向け研修等を行う。
研修等で、生きる支援に関する様々な相談先を掲載したリー
フレット等を配布し、情報周知を図る。

⑩　人や国の不平
等をなくそう

 障害者福祉課

5 町会長会議や連合町会長会議、婦人団体協議会議を開催す
る。

地域の代表者等に自殺対策に関する情報を提供することがで
きる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 
コミュニティ総務課
出張所

6
教育委員会と保護者・地域社会を結ぶ教育広報紙の発行をす
る。教育委員会、学校、保育園・児童館に関する記事を掲載
する。

SOSの出し方教育等について取り上げることにより、自殺対策
の取組情報を周知できる。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

子ども総務課

7 高齢者に関わる各種サービスや情報等を掲載した「高齢者
サービスのしおり」を年１回発行する。

しおりの中に、生きる支援に関する相談先の情報を掲載する
ことで、支援の情報周知を図ることができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 高齢介護課

8 多種・多様にわたる障害者福祉サービスを対象別・事業別に
編集したしおりを作成・配布する。

しおりの中に、生きる支援に関する相談先の情報を掲載する
ことで、支援の情報周知を図ることができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 障害者福祉課

9 「心の健康」について普及を図るため、専門医によるテーマ
にそった講演会を開催する。

区民に対し、自殺予防に関する正しい知識の普及と支援先の
情報周知を図ることができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

精神障害者や悩みを持った区民に適切な支援ができるような、精神保健についての基礎知識を持った支援者を養成する。

事業名

介護サービス従事者のレベル
アップ

事業名

事業名

区民、学識経験者、庁内関係部署等と緊密な連携・協力を図り、自殺対策を含む区の健康増進計画を総合的に推進する。

高齢者・障害者虐待防止推進会議

コーディネーター等の連携強化

校園長会

青少年問題協議会

生活指導対策

教職員研修

障害者支援協議会

健康千代田21推進委員会

虐待等防止連絡委員会

青少年委員

保育園

こども園

地域型保育事業

千代田子育てサポート

学童クラブ事業

児童センター・児童館事業

民生委員・児童委員

保護司

高齢者住宅生活協力員

公害に係る苦情対応

各種窓口等手続き

各種講演会・イベント等

関係施設の管理

障害者への合理的配慮の推進

町会等地域振興事業

教育広報紙の発行

高齢者サービスのしおり

障害者福祉のしおり

心の健康づくり講演会



10 ③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

11
男女共同参画に関するさまざまなテーマを取り上げ、情報発
信を行うとともに、男女平等施策やセンターの事業を紹介す
る。年２回(3,000部)発行。

男女共同参画の情報と併せて、生きる支援に関する相談先の
情報を掲載することで、支援の情報周知を図ることができ
る。

⑤　ジェンダー平
等を実現しよう

 国際平和・男女平等人権課

12 広報千代田 区の重点施策や区民生活にとって必要な事項を内容として、
月２回（５日、20日）発行する。

各種支援策等に関する情報を直接住民に提供する機会にでき
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 広報広聴課

13 ちよだインフォメーション 行政情報に加え、病院の一覧など暮らしに不可欠な地域情
報、「千代田区」を紹介する内容を掲載する。

インフォメーションの中に、生きる支援に関する相談先の情
報を掲載することで、支援の情報周知を図ることができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 広報広聴課

14

区ホームページ(公式X・公式
フェイスブック・公式ユー
チューブチャンネル、公式Ｌ
ＩＮＥ）

インターネットを活用し、広範に区政情報の発信・提供を行
う。

各種支援策等に関する情報を直接住民に提供する機会にでき
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 広報広聴課

基本施策４　生きることの促進要因への支援

No. 事業概要 生きる支援(自殺対策)の視点
（自殺対策に資する具体的な取組み）

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標①

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標② 担当課

1 保育園 子育て相談 子育て家庭の育児に関する様々な相談に応じることを通して
子育て支援を行う。

保護者からの育児に関する相談に応じることで、抱えている
悩みを軽減できる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 子ども支援課

2 児童を自宅で養育することが困難な家庭の児童を、福祉施設
において、短期間継続して養育する。

家族の状況や保護者の抱える問題・悩み等を察知し、必要に
応じた支援ができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 児童・家庭支援センター

3 子ども発達センター
機能訓練や集団適応訓練等を通じて、心身の発達に課題のあ
る幼児・児童の発達・成長を支援するとともに、保護者の負
担軽減を図る。

保護者の子育てにおける過度な負担を軽減するとともに、子
どもの社会性の向上を図ることができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

児童・家庭支援センター

4 子どもの健康相談室 児童の発達障害等の早期発見を行い早期支援である療育事業
への参加を促す。

発達障害等を抱えた子どもや家族の相談に応じることで、抱
えている悩みを軽減するとともに、適切な支援機関につなぐ
ことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

児童・家庭支援センター

5 教職員の人事 健康管理 教職員に対して定期的にストレスチェックを実施する。 教職員の健康管理を通じて、支援者に対する支援ができる。
③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

指導課

6 児童の養育が十分にできない母子を施設に入所させて保護
し、自立促進のための生活支援を行う。

施設入所のあっせんを通じて、家族の状況や保護者の抱える
問題・悩み等を察知し、必要に応じた支援ができる。

①　貧困をなくそ
う

③　すべての人に
健康と福祉を

生活支援課

7 ひとり親家庭の生活の安定と向上のための相談に応じる。
ひとり親家庭からの相談に応じることで、抱えている悩みを
軽減するとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

①　貧困をなくそ
う

③　すべての人に
健康と福祉を

生活支援課

8 困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、相談援
助、自立支援及び一時保護等を行う。

困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、必要に応
じた支援を行うとともに、適切な支援機関につなぐことがで
きる。

①　貧困をなくそ
う

③　すべての人に
健康と福祉を

生活支援課

9 介護支援事業 介護カウンセリング

高齢及び認知症（若年性認知症を含む）を理由に介護や支援
を必要としている方やその家族等（介護者）及び介護・福祉
サービス事業所等で働く方（介護従事者）の悩みについてカ
ウンセリングを実施する。

介護者等へのカウンセリングを通じて、支援者に対する支
援、ストレスケアマネジメントを図ることができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 在宅支援課

10 生きがいづくり等事業 長寿会の助成 生きがいを高め、健康づくりをすすめる各種活動等を行って
いる長寿会に対して、助成金を交付する。

高齢者が生きがいづくりのための活動をする支援ができる。
③　すべての人に
健康と福祉を

 福祉総務課

11 障害者の福祉に関する総合的・専門的な相談に応じる。
障害者や家族の相談に応じることで、抱えている悩みを軽減
するとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 障害者福祉課

12 障害者虐待防止事業センター 障害者虐待防止センターを障害者福祉課内に設置し、相談専
門電話を備え、相談対応を行う。

虐待に関する相談をきっかけに、必要に応じた支援を行うと
ともに、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 障害者福祉課

13 障害者就労支援事業 障害者就労支援センター事業 障害者の自立と社会参加を一層促進し、一般就労の機会拡大
を図るとともに、安定的な就労の継続を図る。

就労を希望する障害者の自立と社会参加を促し、孤立を防ぐ
とともに生きがい・やりがいづくりを支援することができ
る。

⑧　働きがいも経
済成長も

 障害者福祉課

14 障害者就労支援施設 ジョブ・サポート・プラザ
ちよだ

障害者に対し生産活動その他活動機会を提供する。
就労を希望する障害者の自立と社会参加を促し、孤立を防ぐ
とともに生きがい・やりがいづくりを支援することができ
る。

⑧　働きがいも経
済成長も

 障害者福祉課

15 障害者が地域で自立した日常生活及び社会生活ができるよう
支援する。

障害者の自立と社会参加を促し、孤立を防ぐとともに生きが
い・やりがいづくりを支援することができる。

⑧　働きがいも経
済成長も

 障害者福祉課

16 高齢者の心身の健康づくりを促進するため、介護予防事業を
行う。

高齢者の心身の健康づくりを促すことで、いきいきと自分ら
しく暮らすことの支援ができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 在宅支援課

17 労働環境の改善、地域格差解消にかかる職員の手当改善、人
材育成に対し助成する。

③　すべての人に
健康と福祉を

 高齢介護課

18 産前産後・育児・介護休業を取得した場合の代替職員の雇用
に対し助成する。

③　すべての人に
健康と福祉を

 高齢介護課

19 国民健康保険 保険給付 ③　すべての人に
健康と福祉を

 保険年金課

20 後期高齢者医療制度 保健事業等 ③　すべての人に
健康と福祉を

 保険年金課

21 地域医療の推進 患者の声相談 医療に関する心配事や相談に対して、中立的な立場で解決に
向けた取組や助言を行う。

相談者のうつ的傾向を早期に察知することで、適切な支援機
関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 地域保健課

22 乳幼児健康診査 ３～4か月児・６～７か月児・９～１０か月児・１歳６か月
児・3歳児・5歳児健康診査を実施する。

子育て等の悩みや問題を早期に察知し、必要に応じた支援を
行うとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

23 親子学級 まま・ぱぱ学級、土曜まま・ぱぱ学級、出張育児教室、多胎
児教室、離乳食講習会を実施する。

同じ悩みを抱えた保護者同士が交流することで不安を軽減で
きる。
保護者の抱える問題・悩み等を察知し、必要に応じた支援を
行うとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

24 正しい知識の普及と、健康の保持増進を目的に生活習慣病予
防相談を行う。

専門職による助言、指導により健康問題に関する悩みを軽減
できる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 健康推進課

25 精神障害者支援食事会、心の相談室、訪問相談、講演会、精
神障害者デイケアを実施する。

専門職による相談対応や、グループ活動等による社会参加を
促すことで、心の不安や悩みを軽減できる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

26 健康等に関する相談及び支援を行う。
相談者の抱えている悩みや問題を早期に察知し、必要に応じ
た支援を行うとともに、適切な支援機関につなぐことができ
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

27 妊産婦、乳幼児を対象に、歯科健診、保健指導、健康教育を
実施する。

相談者の抱えている悩みや問題を早期に察知し、必要に応じ
た支援を行うとともに、適切な支援機関につなぐことができ
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

28 保健師等による相談及び支援を行うとともに、支援機関の周
知を行う。

相談者の抱えている悩みや問題を早期に察知し、必要に応じ
た支援を行うとともに、適切な支援機関につなぐことができ
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

29 保健師等による相談及び支援を行うとともに、支援機関の周
知を行う。

相談者の抱えている悩みや問題を早期に察知し、必要に応じ
た支援を行うとともに、適切な支援機関につなぐことができ
る。

③　すべての人に
健康と福祉を

 保健サービス課

30 中小企業経営者が抱える悩みについて、中小企業診断士が相
談を受ける。

中小企業経営者の経営に関する相談を受けることで、悩み等
を軽減できる。

⑧　働きがいも経
済成長も

 商工観光課

31 中小企業向け支援制度のガイドブックを作成、配布するとと
もに、経営相談事業を受ける。

中小企業経営者の経営に関する相談を受けることで、経営改
善につなげることができる。

⑧　働きがいも経
済成長も

 商工観光課

32 消費生活相談 千代田区消費生活センター
消費生活に関する相談に応じ、問題解決のための適切な助
言・情報提供を行うとともに、必要に応じて業者へのあっせ
ん・調整を行う。

消費生活に関する相談をきっかけに、抱えている悩みや問題
を早期に察知し、適切な支援機関につなぐことができる。

⑫　つくる責任・
使う責任

 商工観光課

33 弁護士による多重債務相談を実施する。
多重債務に関する相談をきっかけに、抱えている悩みや問題
を早期に察知し、適切な支援機関につなぐことができる。

①　貧困をなくそ
う

 商工観光課

34 一般相談（面談・電話） 区政等に関する相談や日常生活相談を実施する。
各種相談をきっかけに、抱えている悩みや問題を早期に察知
し、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 総合窓口課

35 専門相談（面談）
法律相談、税務相談、不動産相談、土地家屋調査士相談、司
法書士相談、行政書士相談、社会保険・労務相談、行政相談
を実施する。

各種相談をきっかけに、抱えている悩みや問題を早期に察知
し、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

 総合窓口課

36 DV被害者からの相談に応じ、必要な支援を行う。
相談等をきっかけに、問題解決に向けた支援を行うととも
に、適切な支援機関につなぐ。

⑤　ジェンダー平
等を実現しよう

⑯　平和と公正を
すべての人に

生活支援課
国際平和・男女平等人権課
児童・家庭支援センター

予防週間・対策月間に合わせ、普及啓発物品を作成・配布するほか、広報媒体を活用し自殺予防に関する正しい知識の普及と
支援先の情報周知を図る。

労働環境の改善等を通じて、支援者に対する支援ができる。

被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に７万円を支給
する。

生きる支援に関する様々な相談先を掲載したリーフレット等
を配置し、支援機関の情報提供ができる。

障害者総合相談

広報活動

自殺予防週間・対策強化月間での普及啓発

情報誌「MIW通信」

子どもショートステイ

母子生活支援施設

子ども発達支援

事業名

母子・父子相談

女性相談

障害者福祉センター（えみふる）

生活習慣病予防

心の健康づくり

福祉サービス施設等人材確保・定着・育成支援

母子保健

介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険施設人材確保・定着・育成支援

保健師活動

歯科保健相談

未遂者支援

遺族支援

経営相談

中小企業等経営支援

多重債務相談

DV対策の推進

区民相談業務



37 こころの健康相談 精神科医による精神保健相談事業を実施する。
③　すべての人に
健康と福祉を

 人事課

38 こころの健康サポート事業 各種カウンセリング、ストレスチェックを実施する。
③　すべての人に
健康と福祉を

 人事課

39 コミュニティソーシャルワーカーによる相談・支援
千代田区社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー
がくらしや地域の困りごとに関する相談を受け付け、関係機
関と連携し、課題の解決に取り組む。

様々な困りごとを抱えている方について、本人、家族、近所
の方などから相談を受けるとともに、必要に応じて地域の方
や関係機関と協力し、伴走支援を行う。

③　すべての人に
健康と福祉を

福祉総務課

40 ひきこもりに関する総合的な受付窓口 ひきこもり当事者やその家族からの相談を受け付け、必要に
応じ専門機関と連携して支援する。

当事者や家族の抱えている悩みや課題を受けとめ、適切な支
援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

福祉総務課

基本施策５　児童生徒のSOSの出し方に関する教育（新設）

No. 事業概要 生きる支援(自殺対策)の視点
（自殺対策に資する具体的な取組み）

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標①

特に関連がある
ＳＤＧｓの目標②

担当課

1 子どもと家庭に関わる総合相談 子どもと家庭に関するあらゆる相談に24時間365日対応する。
子どもと家庭に関する各種相談に応じ、必要に応じた支援を
行うとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

③　すべての人に
健康と福祉を

④　質の高い教育
をみんなに

児童・家庭支援センター

2 教育相談 幼児から高校生までの不登校やいじめ等に対する教育相談を
実施する。

子どもと家庭に関する各種相談に応じ、必要に応じた支援を
行うとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

④　質の高い教育
をみんなに

 児童・家庭支援センター

3 スクールカウンセラーの派遣
スクールカウンセラーを区立幼稚園、保育園、こども園、小
学校、児童館等に派遣し、児童・保護者及び教職員への支援
等を行う。

子どもと家庭に関する各種相談に応じ、必要に応じた支援を
行うとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

④　質の高い教育
をみんなに

 児童・家庭支援センター

4 生活指導対策 健全育成サポートチーム いじめや虐待などの生活指導上の問題等の解決に向けて、学
校・教育委員会・各関係機関等が連携して対応を行う。

関係機関が連携し包括的に問題の解決に向けた支援ができ
る。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

5
いじめ・なやみ相談に24時間365日電話で対応する。いじめ相
談用レター用封筒の配布やスクールソーシャルワーカーの派
遣を行う。

いじめ等を早期に察知し必要に応じた支援を行うとともに、
適切な支援機関につなぐことができる。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

6 学校生活アンケート(hyper-
QU)の実施

児童生徒の意欲や満足感、学級における人間関係や集団状況
を把握・分析するためのアンケートを実施する。

児童生徒のメンタルヘルスの状態や、学級の状況等を把握で
きる。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

7 多様な外部人材による、いじめの未然防止及び早期発見・早
期対応等を行う。

サポーターの視点通じて、いじめ等を早期に察知し必要に応
じた支援を行うとともに、適切な支援機関につなぐことがで
きる。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

8
不登校及びその傾向にある児童・生徒に対して、各種相談を
通して学校生活への復帰を促すとともに、社会的自立に向け
た支援を行う。

不登校の子どもが抱えている悩み等に対し、適切な支援を行
うとともに、適切な支援機関につなぐことができる。

④　質の高い教育
をみんなに

③　すべての人に
健康と福祉を

指導課

9
教育委員会の附属機関として、学校健全育成サポートチーム
からの報告を審査し、その結果を教育委員会に報告し、必要
があると認めるときは自ら調査を実施する。

いじめの対策・解決に向け詳細な調査分析が行える。
③　すべての人に
健康と福祉を

子ども総務課

10
いじめの重大事態が発生した際に、区長の附属機関として、
いじめ問題対策委員会（教育委員会事務局）の調査結果に関
する再調査を行う。

いじめの対策・解決に向け詳細な調査分析が行う。
⑯　平和と公正を
すべての人に

 国際平和・男女平等人権課

職員の心の健康管理を通じて、支援者に対する支援ができ
る。

いじめ問題対策委員会

いじめ問題調査委員会

スクールライフ・サポーター

適応指導教室（はくちょう教室）

いじめ対策

職員健康管理

子ども家庭支援センター

事業名


